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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　送信することができる送信可能期間の一部を他の無線通信装置に与え、前記他の無線通
信装置と双方向通信を行う無線通信装置において、
　前記送信可能期間に、複数の第１データフレームを送信する送信手段と、
　前記送信可能期間のうち前記他の無線通信装置へ付与した期間に、前記第１データフレ
ームについての送達確認フレームと、少なくとも１つの第２データフレームとを受信する
受信手段と、
　前記第１データフレームのいずれかに誤りが発生して再送処理を行う必要が生じた際の
再送を制限する再送制限手段とを備え、
　前記双方向通信に係るフレーム交換シーケンスとは、前記第１データフレームの送信、
並びに、前記第１データの送信に続く前記第２データフレームの受信を含むものであって
、前記フレーム交換シーケンスが前記送信可能期間に少なくとも１回実行され、
　前記再送制限手段は、フレーム交換シーケンス単位の再送許容回数または再送許容期間
によって、再送を制限するか否かを制御するものであって、
　フレーム交換シーケンス単位の再送回数とは、前記送信可能期間に、（１）前記複数の
第１データフレームを送信するために、及び、（２）前記複数の第１データフレームの少
なくとも１つのデータフレームを再送するために、前記送信手段がフレーム交換シーケン
スを実行する回数であって、
　前記フレーム交換シーケンス単位の再送許容回数とは、前記送信手段による前記フレー
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ム交換シーケンス単位の再送回数の上限値を定めるためのものであって、
　フレーム交換シーケンス単位の再送期間とは、前記送信可能期間に、（１）前記複数の
第１データフレームを送信するために、及び、（２）前記複数の第１データフレームの少
なくとも１つのデータフレームを再送するために、前記送信手段がフレーム交換シーケン
スを実行するのに要する期間であって、
　前記フレーム交換シーケンス単位の再送許容期間とは、前記送信手段による前記フレー
ム交換シーケンス単位の再送期間の上限値を定めるためのものであることを特徴とする無
線通信装置。
【請求項２】
　前記第２データフレームの誤りを検出する検出手段をさらに備え、
　前記第２データフレームのいずれかに誤りが検出された場合に、誤りが検出された第２
データフレームの再送のため前記他の無線通信装置へ送信可能期間をさらに付与すること
を特徴とする請求項１記載の無線通信装置。
【請求項３】
　前記送信手段は、前記第２フレームについての送達確認フレームと、少なくとも１つの
第３データフレームをさらに送信することを特徴とする請求項１または請求項２に記載の
無線通信装置。
【請求項４】
　前記複数の第１データフレームは、１つの物理フレームに含まれ、
　前記第１データフレームについての送達確認フレームと、前記第２データフレームとは
、１つの物理フレームに含まれることを特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれか１項
に記載の無線通信装置。
【請求項５】
　前記第１データフレームについての送達確認フレームは、第１物理フレームに含まれ、
　前記第２データフレームは、前記第１物理フレームとは異なる第２物理フレームに含ま
れることを特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれか１項に記載の無線通信装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有線または無線を介してデータの送受信を行う通信機器が複数の送信データ
をバースト送信し、バーストデータの送達確認状況に応じてバーストデータを再送する際
の再送制限に関し、携帯電話や無線ＬＡＮ機器に好適な無線通信装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の無線通信システムにおいて、ＩＥＥＥ８０２．１１で規定されている無線ＬＡＮ
通信に代表される、ＣＳＭＡ／ＣＡ方式の無線通信システムでは、送信データに対する送
達確認フレーム（Ａｃｋフレーム）を受信できなかった場合に、送信データの再送が行わ
れる。このとき、各送信データに固有の再送回数およびライフタイム（Lifetime）に基づ
き、送信データの再送回数および送信可能な時間を用いて再送制限が行われる。
【０００３】
　ＱｏＳ（Quality of Service）拡張された無線ＬＡＮ規格ＩＥＥＥ８０２．１１ｅでは
、各端末局がＣＳＭＡ／ＣＡ（Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance）
方式を用いて分散的にアクセスを行う競合期間と、基地局が集中制御を行う非競合期間と
の二つの期間に分けて通信が行われる。集中制御による前者のアクセス制御方式はＨＣＣ
Ａ（HCF Controlled Channel Access）方式と呼ばれ、分散制御による後者のアクセス制
御方式はＥＤＣＡ（Enhanced Distributed Channel Access）方式と呼ばれる。無線ＬＡ
Ｎ端末は、いずれかのアクセス制御方式により媒体にアクセスし、複数のデータを送信可
能な期間を表すＴＸＯＰ（transmission opportunity）を獲得し、該ＴＸＯＰ期間中にデ
ータ通信を行うことができる（下記非特許文献１参照）。
【０００４】
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　高速伝送を目指したＩＥＥＥ８０２．１１ｎでは、ＴＸＯＰ期間を獲得した端末が該Ｔ
ＸＯＰ期間の一部をデータの受信側端末に分け与え、このＴＸＯＰ期間中にピギーバック
手法による双方向通信が行われることにより、伝送効率を向上する手法が提案されている
。この手法は双方向データフロー（Bi-directional data flow）、またはリバース・ディ
レクション（Reverse Direction）と呼ばれる。
【０００５】
　ＩＥＥＥ８０２．１１ｎでは、他の既存のＩＥＥＥ８０２．１１規格と異なり、複数の
データを一つのデータフレームにまとめた（すなわち、アグリゲート（Aggregate）した
）アグリゲーション・フレーム（Aggregation frame）を作成し、このアグリゲーション
・フレームを一つのデータフレームとして送信することにより、（アグリゲートしない場
合に）各データフレーム間に存在していたオーバーヘッドを削減している。
【０００６】
　ＥＤＣＡ方式においてアグリゲーション・フレーム送信用のＴＸＯＰ期間を獲得する場
合は、送信側端末（Ｉｎｉｔｉａｔｏｒ）がＩＡＣフレームを送信し、そのＳＩＦＳ後に
、受信側端末（Ｒｅｓｐｏｎｄｅｒ）がＲＡＣフレームを返信するＩＡＣ－ＲＡＣフレー
ム交換が行われる。または、ＩＡＣ－ＲＡＣフレーム交換の代わりに、ＩＥＥＥ８０２．
１１で規定されているＲＴＳ－ＣＴＳフレーム交換を用いても良い。
【０００７】
　双方向データフローでは、ＩＡＣ－ＲＡＣフレーム交換時に、データの受信側端末が、
ＴＸＯＰ期間の一部を与えられた場合に送信することができるデータフレーム長と送信デ
ータレートとをＲＡＣフレームに書き込んで通知する。
【０００８】
　送信側端末は、ＲＡＣフレームに書かれた値から、アグリゲーションフレームの送信後
に分け与えるＴＸＯＰ期間の一部（ＲＤＧ　Ｄｕｒａｔｉｏｎ；逆方向通信許可期間）を
決める。送信側端末は、決定したＲＤＧ　ＤｕｒａｔｉｏｎをＩＡＣフレームに書き込み
、それをアグリゲーションフレームの先頭に付けて、ＲＡＣフレーム受信後のＳＩＦＳ後
に送信する。ＩＡＣフレームが先頭に付いているアグリゲーションフレームを受信した受
信側端末は、送信側端末からのアグリゲーションフレーム受信後のＳＩＦＳ後に、Ｂｌｏ
ｃｋＡｃｋ（部分送達確認）フレームによる受信状況を通知しなければならない。双方向
データフローを使用しているときは、ＳＩＦＳ後にＢｌｏｃｋＡｃｋフレームを返信する
際に、ＢｌｏｃｋＡｃｋフレームに幾つかのデータフレームをアグリゲートして送信する
ピギーバック手法を用いて、受信側端末からのデータをＢｌｏｃｋＡｃｋフレームと同時
に送信する。このとき、ＢｌｏｃｋＡｃｋフレームに幾つかのデータフレームをアグリゲ
ートしたアグリゲーションフレームの送信時間は、ＩＡＣフレームに書かれたＲＤＧ　Ｄ
ｕｒａｔｉｏｎの時間を超えない時間としなければならない。
【０００９】
　これにより、送信側端末が獲得したＴＸＯＰ期間の一部を受信側端末に分け与えること
ができる。
【００１０】
　受信側端末がピギーバック手法でアグリゲーションフレームを送信する際に、さらにＲ
ＤＧ　Ｄｕｒａｔｉｏｎを要求する場合は、送信準備のできているデータフレーム長と送
信データレートをＲＡＣフレームに入れて、ピギーバックするアグリゲーションフレーム
の先頭に付けて返信することにより、ＲＤＧ　Ｄｕｒａｔｉｏｎをさらに要求することが
できる（下記非特許文献２参照）。
【００１１】
　また、下記特許文献１には、無線通信におけるバースト通信において、バースト信号の
信号長の調整により再送を制御することが記載されている。
【特許文献１】特開２００３－６０５６２号公報
【非特許文献１】ＩＥＥＥ　８０２．１１ｅ　Ｄｒａｆｔ　１３．０，ＩＥＥＥ　Ｐ８０
２．１１ｅ／Ｄ１３．０，Ｊａｎｕａｒｙ　２００５



(4) JP 4575265 B2 2010.11.4

10

20

30

40

50

【非特許文献２】ＴＧｎ　Ｓｙｎｃ　Ｐｒｏｐｏｓａｌ　Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｓｐｅｃ
ｉｆｉｃａｔｉｏｎ，ＩＥＥＥ　８０２．１１－０４／８８９ｒ４，Ｍａｒｃｈ　２００
５
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　従来のＩＥＥＥ８０２．１１ｅで規定されているＢｌｏｃｋＡｃｋ方式等のバースト伝
送時の再送制限方法に、既存のＩＥＥＥ８０２．１１で規定されている各送信データに対
する再送制限方法を適用すると以下のような問題がある。すなわち、バースト伝送で誤り
が生じたデータを、新たな送信データと共に同時に送信すると、同一端末に対してバース
トデータの送信が過度に集中するという問題である。
【００１３】
　また、従来のＩＥＥＥ８０２．１１ｅで規定されているように複数の優先度のデータの
送信機会を優先度ごとに分ける場合に、同一優先度への送信機会の付与が過度に偏ってし
まうという問題もある。
【００１４】
　上記の問題は、バーストデータとして複数の送信データを一つのフレームに結合するア
グリゲーション方式においても同様に起こる問題である。また、獲得したＴＸＯＰ期間の
一部を受信側端末へ分け与える、ピギーバックによる双方向データフロー方式においても
同様に起こる問題である。
【００１５】
　さらに、双方向データフロー方式における新たな問題としては、双方向データフロー方
式では送信側端末と受信側端末の双方からデータが送信されるが、送信側端末から送信さ
れたデータには送信エラーが発生せず、受信側端末から送信されたデータのみにエラーが
発生した場合には、送信側端末からデータを再送する必要がない。このため、受信側端末
には再送用の帯域割当が行われず、エラーとなったデータの再送は、受信側端末が再び送
信権を獲得するまで行われない。
【００１６】
　また、ＩＥＥＥ８０２．１１ｅのＨＣＣＡ方式では、端末局から基地局へのデータ送信
を行う際に、ＱｏＳ　Ｃｆ－ｐｏｌｌフレームを送信して端末局にＴＸＯＰ期間の送信権
を付与し、送信権を獲得した端末は、該ＴＸＯＰ期間にデータ送信を行う。このとき、Ｔ
ＸＯＰ期間中に送信エラーなどが発生したら、ＴＸＯＰの再割当てを即座に行う処理にし
ていた場合、同一端末に対するＴＸＯＰ割当てが集中し得るという問題がある。
【００１７】
　そこで本発明は、バースト伝送およびその再送を行う場合において同一端末や同一優先
度による送信が過度に偏ることを防ぎ、複数の端末や複数の優先度が帯域を平等に確保で
きる無線通信システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　本発明の一観点に係る無線通信装置は、複数の第一送信データを一つのフレームに結合
した第一アグリゲーションフレームを送信する送信手段と、前記複数の第一送信データご
との再送判定値を測定する測定手段と、前記再送判定値の制限値を記憶する記憶手段と、
前記複数の第一送信データのそれぞれについて前記再送判定値が前記制限値を越えるか否
かを判断する判断部と、前記複数の第一送信データのうち前記再送判定値が前記制限値を
越えないと判断された前記第一送信データをバッファし、越えると判断された前記第一送
信データをバッファしない送信バッファ手段と、前記送信バッファ手段にバッファされた
前記第一送信データを一つのフレームに結合した第一アグリゲーションフレームを送信す
る送信手段と、を具備することを特徴とする。
【００１９】
　また、本発明の一観点に係る無線通信システムは、複数の第一送信データを一つのフレ
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ームに結合した第一アグリゲーションフレームを送信側の無線通信装置から受信側の無線
通信装置に送信し、前記第一アグリゲーションフレームを受信した前記受信側の無線通信
装置に対して通信期間を与え、前記通信期間を与えられた受信側の無線通信装置が、前記
第一送信データに対する送達確認フレームとともに前記送信側の無線通信装置への複数の
第二送信データを一つのフレームに結合した第二アグリゲーションフレームを返信するこ
とにより、前記送信側の無線通信装置と前記受信側の無線通信装置との間の双方向でアグ
リゲーションフレームを交換する無線通信システムであって、前記第一アグリゲーション
フレーム内の複数の第一送信データまたは前記第二アグリゲーションフレーム内の複数の
第二送信データのいずれかに誤りが発生して再送処理を行う必要が生じた際の再送を制限
する再送制限手段を具備することを特徴とする。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、バースト送信に係る再送時間および再送回数をフレーム交換シーケン
スの単位で制限することができる。したがって、バースト伝送およびその再送を行う場合
であっても、同一端末や同一優先度に対して送信が過度に偏ることを防ぎ、複数の端末や
複数の優先度が帯域を確保できる無線通信システムを提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、図面を参照しながら本発明の実施の形態を詳細に説明する。
【００２２】
　（第１の実施形態）
　本発明の具体的な実施形態について、無線通信システムによる通信方式の一つである無
線ＬＡＮ通信のＩＥＥＥ８０２．１１を実施形態として取り上げて説明する。但し、ＩＥ
ＥＥ８０２．１１の無線ＬＡＮ通信方式は、本発明の効果を期待できる無線通信方式の一
つとして考えられ、本発明はＩＥＥＥ８０２．１１に限定されず無線通信方式全般に適用
できる。また、本発明の実施形態では、バースト伝送による通信方式の一つとしてＩＥＥ
Ｅ８０２．１１ｎで提案されているピギーバック方式による双方向データフロー方式に本
発明を適用した場合を例に挙げて説明する。なお、本発明を適用可能なバースト伝送によ
る通信方式は、上記双方向データフロー方式のみに限定されない。例えば、上記双方向デ
ータフロー方式によるＲｅｓｐｏｎｄｅｒ端末に対する帯域割当方式の代わりに、Ｐｏｌ
ｌタイプのフレームを使用する方式にも適用できる。
【００２３】
　良く知られているように、ＣＳＭＡ／ＣＡによる無線通信において、パケット単位でデ
ータを送信しようとする無線通信端末は、各データの送信前にキャリアセンスを行ない、
他の端末からのパケットとの衝突を回避する。複数の送信データを連続して送信するバー
スト伝送では、バーストデータにおける先頭のパケット（送信データ）のみについてキャ
リアセンスを行い、該バーストデータの残りのパケットについてはキャリアセンスを行わ
ないで送信する。
【００２４】
　アグリゲーション方式を利用したバースト伝送方法では、複数の送信データを一つのフ
レームにまとめてバースト伝送を行う。その際のアグリゲーション方式には種々のものが
考えられ、例えば複数のＭＡＣフレームを一つのＰＨＹフレームとしてまとめてフレーム
の先頭にのみプリアンブルを付けるものや、一つのＰＨＹフレームの途中にミッドプリア
ンブルを入れてエラー推定精度を上げる処理を行うものなどがあるが、本発明は特定のア
グリゲーション方式には限定されることなく、バースト的な伝送を行う通信方式全般に適
用できる。また、アグリゲーションフレームによる送信のみで無く、使用可能な通信期間
中に各データフレームをＳＩＦＳ期間やＲＩＦＳ期間等の間隔を空けたバースト送信を行
う通信方式にも適用できる。
【００２５】
　図１は本実施形態の無線通信装置の構成を示すブロック図である。
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【００２６】
　本実施形態に係る無線通信装置１０１は、図１に示すように、送信データをバッファす
る送信キューを持ち、各送信データごとに固有の再送制限を行う送信データ管理部１０２
と、データの送受信手法を決定し、データフレームや送達確認フレームの送受信処理や再
送処理などのアクセス制御を行い、複数の送信データをバースト送信する際には送信デー
タ管理部１０２で行う各送信データ固有の再送制限とは別の、バーストデータのフレーム
交換シーケンス単位での再送制限を行うアクセス制御部１０３と、データの送信処理を行
う送信処理部１０４と、受信フレームの識別処理と送達確認のビットマップを作成するな
どの受信処理を行う受信処理部１０５とを具備する。
【００２７】
　前記送信データ管理部１０２は、送信データをバッファするための送信キューを持つ送
信キュー管理部１０６と、各送信データごとに固有の再送制限を行うパケット送信可否判
断部１０７と、ＣＳＭＡ／ＣＡに基づいたバックオフ（Ｂａｃｋｏｆｆ）処理を行うバッ
クオフ処理部１０８とを具備する。
【００２８】
　送信キュー管理部１０６は、各送信データの再送回数をカウントするカウンタを備えて
いる。
【００２９】
　パケット送信可否判断部１０７は、送信データごとのフレーム交換シーケンス単位での
ライフタイムのリミットを記憶する。パケット送信可否判断部１０７は、送信キュー管理
部１０６がカウンタで得た各送信データの再送回数や後述する送受信状態管理部１１０が
タイマーで得た送信データごとのライフタイムと、記憶したライフタイムのリミットやリ
トライリミットとを比較し、パケットごとに再送するか否かを判断する。
【００３０】
　前記アクセス制御部１０３は、アグリゲーション方式や双方向データフロー方式などの
データ送信に使用するデータの送信方式や、ＴＸＯＰ長や、本発明によるバーストデータ
のフレーム交換シーケンス単位で行う再送制限方法等を決定するデータ送受信方式決定部
１０９と、前記データ送受信方式決定部１０９で決定した送受信手法によるデータ送受信
のタイミングの管理と再送処理などのアクセス制御と、複数の送信データをバースト送信
する際に送信データ管理部１０２で行う各送信データ固有の再送制限とは別にバーストデ
ータのフレーム交換シーケンス単位での再送制限を行う送受信状態管理部１１０と、各種
コントロールフレームとアグリゲーションフレームを作成して送信するフレーム生成送信
処理部１１１と、前記バックオフ処理部１０８で必要なキャリアセンス情報を管理するキ
ャリアセンス部１１２とを具備する。
【００３１】
　送受信状態管理部１１０は、バーストデータのフレーム交換シーケンス単位でのライフ
タイムを計測するタイマーを備える。
【００３２】
　前記受信処理部１０５は、受信したフレーム受信成否と受信フレーム内の制御情報を識
別するフレーム情報識別部１１３と、バーストデータを受信した際にバーストデータ内の
各フレームの受信成否から送達確認フレームに入れる送達確認のビットマップを作成する
ビットマップ作成部１１４とを具備する。
【００３３】
　まず、双方向データフロー方式によるバースト伝送方法を図２を参照しながら説明する
。双方向データフロー方式では、データの送信権を獲得した端末Ａ２０１が双方向データ
フロー方式を使用することをＩＡＣ（Initiator Aggregation Control）フレーム２０３
に記載して端末Ｂ２０２へ送信する。前記ＩＡＣフレーム２０３を受信した端末Ｂ２０２
は、双方向データフローによって送信権を与えられた場合に送信する送信レートと送信す
るフレーム長とをＲＡＣ（Responder Aggregation Control）フレーム２０４に記載して
返信する。前記ＲＡＣフレーム２０４を受信した端末Ａ２０１は、複数の送信データを結
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合し、その先頭にＩＡＣフレーム２０５が付与されたアグリゲーションフレームを作成し
て送信する。この時、前記ＩＡＣフレーム２０５には、前記ＲＡＣフレーム２０４に記載
された情報等に基づいて決定される、端末Ｂ２０２に対して与える送信期間２０６を記載
しておく。端末Ｂ２０２では、前記ＩＡＣフレーム２０５が先頭に付いたアグリゲーショ
ンフレームを受信すると、各データに対する受信ステータスを入れたＢｌｏｃｋＡｃｋフ
レーム２０７を作成する。次に、前記ＢｌｏｃｋＡｃｋフレーム２０７の前にＲＡＣフレ
ーム２０８を付加し、前記ＢｌｏｃｋＡｃｋフレーム２０７の後ろに、端末Ａ２０１に対
する送信データを複数結合したアグリゲーションフレームを作成して返信する。但し、こ
の端末Ｂ２０２が返信する際のアグリゲーションフレームの送信期間は、端末Ａ２０１か
ら端末Ｂ２０２に与えられた送信期間２０６を超えない長さとする。また、前記ＲＡＣフ
レーム２０８を使用しなくてもよい。その後、端末Ａ２０１が、端末Ｂ２０２からのデー
タに対する受信ステータスであるＢｌｏｃｋＡｃｋフレーム２０９を返信するという流れ
で通信が行われる。アグリゲーションフレームの送受信は、図２では一往復のみの例が記
載されているが、複数回送受信してもよい。双方向データフロー方式の詳細な動作に関し
ては上記非特許文献２に詳しく記載されている。
【００３４】
　次に、この双方向データフロー方式によるバースト伝送での、従来手法による再送方法
を図３を参照しながら説明する。図３に示すように、端末Ａ３０１は、ＩＡＣフレームと
ＲＡＣフレームによるフレーム交換完了後に、端末Ｂ３０２に割当てる送信期間であるＲ
ＤＧ　Ｄｕｒａｔｉｏｎを計算してＩＡＣフレームに書き込み、端末Ａ３０１からの複数
の送信データであるＤａｔａ１－Ａ，Ｄａｔａ２－Ａ，Ｄａｔａ３－Ａ，Ｄａｔａ４－Ａ
と共にアグリゲーションフレームを作成して送信する。前記端末Ａ３０１が送信した複数
の送信データＤａｔａ１－Ａ，Ｄａｔａ２－Ａ，Ｄａｔａ３－Ａ，Ｄａｔａ４－Ａを受信
した前記端末Ｂ３０２は、複数の送信データに対する受信ステータスを記載したＢｌｏｃ
ｋＡｃｋフレーム３０３を作成する。端末Ｂ３０２は、前記ＢｌｏｃｋＡｃｋフレーム３
０３とＲＡＣフレームと端末Ａ３０１へ送信する複数のデータＤａｔａ１－Ｂ，Ｄａｔａ
２－Ｂ，Ｄａｔａ３－Ｂ，Ｄａｔａ４－Ｂとを結合して、端末Ａ３０１から与えられた送
信期間であるＲＤＧ　Ｄｕｒａｔｉｏｎ以内となるようなアグリゲーションフレームを作
成し、端末Ａ３０１へ返信する。このシーケンスが、双方向データフロー方式による最初
のバーストデータのフレーム交換シーケンス３０４である。
【００３５】
　前記双方向データフロー方式による最初のバーストデータのフレーム交換シーケンス３
０４において、端末Ａ３０１が送信したＤａｔａ３－Ａ，Ｄａｔａ４－Ａが伝送エラーで
あった場合、端末Ａ３０１では、前記ＢｌｏｃｋＡｃｋフレーム３０３に記載された受信
ステータスからＤａｔａ３－Ａ，Ｄａｔａ４－Ａを再送する必要があることが分かる。そ
こで、端末Ｂ３０２が送信したＤａｔａ１－Ｂ，Ｄａｔａ２－Ｂ，Ｄａｔａ３－Ｂ，Ｄａ
ｔａ４－Ｂの複数の送信データに対する受信ステータスを記載したＢｌｏｃｋＡｃｋフレ
ーム３０５を返信する際に、図２のようにＢｌｏｃｋＡｃｋフレーム２０９のみを返信す
るのではなく、前記ＢｌｏｃｋＡｃｋフレーム３０５とＩＡＣフレーム３０６と再送デー
タであるＤａｔａ３－Ａ，Ｄａｔａ４－Ａと新規のデータであるＤａｔａ５－Ａを結合し
たアグリゲーションフレームを作成して送信する。この時、端末Ａ３０１は、前記Ｂｌｏ
ｃｋＡｃｋフレーム３０５を作成する際に、端末Ｂ３０２が送信したＤａｔａ２－Ｂ，Ｄ
ａｔａ３－Ｂが伝送エラーであることが分かるので、端末Ｂ３０２がＤａｔａ２－Ｂ，Ｄ
ａｔａ３－Ｂを再送することができる期間をＩＡＣフレーム３０６に記載している。次に
、前記ＢｌｏｃｋＡｃｋフレーム３０５と前記ＩＡＣフレーム３０６の入ったアグリゲー
ションフレームを受信して、前記ＩＡＣフレーム３０６に記載された送信期間を与えられ
た端末Ｂ３０２は、端末Ａ３０１から再送されたＤａｔａ３－Ａ，Ｄａｔａ４－Ａと新規
のデータであるＤａｔａ５－Ａに対する受信ステータスをＢｌｏｃｋＡｃｋフレーム３０
７に記載し、ＲＡＣフレームと前記ＢｌｏｃｋＡｃｋフレーム３０７と端末Ｂ３０２から
の再送データであるＤａｔａ２－Ｂ，Ｄａｔａ３－Ｂと新規のデータであるＤａｔａ５－
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Ｂを結合して、端末Ａ３０１から与えられた送信期間であるＲＤＧ　Ｄｕｒａｔｉｏｎ以
内となるようなアグリゲーションフレームを作成し、端末Ａ３０１へ返信する。
【００３６】
　この、バーストデータの一回目の再送時のフレーム交換シーケンス３０８で送信された
データでさらに送信エラーが発生した場合は、再度バーストデータであるアグリゲーショ
ンフレームが再送される。図３では、バーストデータの二回目の再送時のフレーム交換シ
ーケンス３０９では、端末Ａ３０１からＤａｔａ５－Ａ、端末Ｂ３０２からＤａｔａ３－
Ｂが再送データであり、該再送データの後ろに、さらに新規のデータを結合したアグリゲ
ーションフレームが送受信されている。このように、端末Ａ３０１もしくは端末Ｂ３０２
から送信されたデータの一部に伝送エラーが発生し続けた場合、双方向データフロー方式
によるデータ送受信が行われ続けてしまう問題がある。但し、図２および図３の送受信方
法で示した各データの送信間隔はＳＩＦＳ期間である。
【００３７】
　前記問題を解決するため、双方向データフロー方式によるバーストデータの再送時に、
本発明によるバーストデータのフレーム交換シーケンス単位でのライフタイムを用いた再
送制限手法を図１および図４を参照しながら説明する。
【００３８】
　図４は双方向データフロー方式によるバーストデータ再送時に、バーストデータのフレ
ーム交換シーケンス単位でのライフタイムを用いた再送制限を行う方法を示す図である。
【００３９】
　端末Ａ４０１の無線通信装置１０１の送信データ管理部１０２の送信キュー管理部１０
６内の送信キューにデータが蓄積されると、前記送信キュー管理部１０６はバックオフ処
理部１０８にバックオフ処理を指示する。バックオフ処理を指示された前記バックオフ処
理部１０８は、キャリアセンス部１１２で管理されている無線空間の使用状態を問い合わ
せる。前記使用状態がＩＤＬＥの場合、前記バックオフ処理部１０８はバックオフのカウ
ントダウン処理を行う。バックオフのカウントダウンが終了すると、前記バックオフ処理
部１０８から前記送信キュー管理部１０６にバックオフ完了を通知する。このバックオフ
完了によって、前記端末Ａ４０１は送信権を獲得する。
【００４０】
　バックオフ完了を通知された前記送信キュー管理部１０６では、送信キューに蓄積して
いるデータ数と送信データをパケット送信可否判断部１０７に送信する。前記パケット送
信可否判断部１０７では、各送信データの送信時刻が送信データごとに固有に管理してい
るライフタイムを超えていないことと、各送信データの再送回数が各送信データに対する
リトライリミット（retry limit；再送制限）を超えていないことを確認する。各送信デ
ータに対するライフタイムと再送回数の確認後、前記パケット送信可否判断部１０７は、
送信キューに蓄積しているデータ数と送信データをアクセス制御部１０３内の送受信状態
管理部１１０に送信する。次に送受信状態管理部１１０は、送信キューに蓄積しているデ
ータ数をデータ送受信方法決定部１０９に通知して、双方向データフロー方式の使用の有
無と、アグリゲーションフレームの送信前にＩＡＣ－ＲＡＣフレーム交換を行うか等を決
定する。本実施形態では、双方向データフロー方式を使用し、ＩＡＣ－ＲＡＣフレーム交
換も行うと決定する。この時、前記決定したデータ送受信方法を前記データ送受信方法決
定部１０９から通知された前記送受信状態管理部１１０では、バーストデータのフレーム
交換シーケンス単位でのライフタイム４０３のタイマーをセット（開始）する。その後、
前記送受信状態管理部１１０は、フレーム生成・送信処理部１１１にＩＡＣフレームを送
信する指示を行う。前記ＩＡＣフレーム送信指示を受信した前記フレーム生成・送信処理
部１１１は、双方向データフロー方式を使用することを記載したＩＡＣフレームを作成し
、作成したＩＡＣフレームを送信処理部１０４に送信する。ＩＡＣフレームを受信した前
記送信処理部１０４は、双方向データフロー方式を開始するＩＡＣフレーム４０４として
、端末Ａ４０１から端末Ｂ４０２へ送信する。
【００４１】
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　前記ＩＡＣフレーム４０４を受信した端末Ｂ４０２は、双方向データフロー方式を開始
することが記載されたＩＡＣフレームであることを受信処理部１０５のフレーム情報識別
部１１３が識別し、ＲＡＣフレームに双方向データフローで送信権を与えられた場合に送
信する送信レートと送信するフレーム長を記載して送信する要求信号を送受信状態管理部
１１０に送信する。ＲＡＣフレームの送信要求を受信した前記端末Ｂ４０２の前記送受信
状態管理部１１０は、送信キュー管理部１０６の送信キュー内のデータ量を参照し、双方
向データフローで送信権を与えられた場合に送信する送信レートと送信するフレーム長を
決定する。次に送受信状態管理部１１０は、前記フレーム生成・送信処理部１１１に、双
方向データフローで送信権を与えられた場合に送信する送信レートと送信するフレーム長
とＲＡＣフレームを前記ＩＡＣフレーム４０４を受信したＳＩＦＳ後に送信させる指示を
送信する。前記フレーム生成・送信処理部１１１はＲＡＣフレームを作成して送信処理部
１０４から送信する。
【００４２】
　前記端末Ａ４０１では、前記端末Ｂ４０２から前記ＩＡＣフレーム４０４に対するＲＡ
Ｃフレームを受信して、ＩＡＣフレームとＲＡＣフレームのフレーム交換完了後のＳＩＦ
Ｓ後に、双方向データフロー方式による最初のバーストデータのフレーム交換シーケンス
４０５を開始する。前記端末Ａ４０１で前記ＲＡＣフレームを受信すると、前記端末Ａ４
０１の受信処理部１０５のフレーム情報識別部１１３は前記受信したＲＡＣフレームを識
別する。ＲＡＣフレームの識別結果、ＲＡＣフレーム内に記載されている、前記端末Ｂ４
０２が双方向データフローで送信権を与えられた場合に送信する送信レートと送信するフ
レーム長を取り出し、前記送受信状態管理部１１０に通知する。前記送受信状態管理部１
１０は、送信キュー内に蓄積されている送信キューの量とＲＡＣフレームで通知された前
記端末Ｂ４０２が双方向データフローで送信権を与えられた場合に送信する送信レートと
送信するフレーム長を前記データ送受信方法決定部１０９に通知する。前記データ送受信
方法決定部１０９では、前記送受信状態管理部１１０から通知された値を用いて、前記端
末Ａ４０１から送信するデータ数もしくはデータフレーム長と前記端末Ｂ４０２に分け与
える与えるＴＸＯＰ期間の一部の値（ＲＤＧ　Ｄｕｒａｔｉｏｎ）を決める。前記送受信
状態管理部１１０は、前記データ送受信方法決定部１０９が決定した前記端末Ａ４０１か
ら送信するデータ数もしくはデータフレーム長でデータ送信を行うのに必要な送信データ
を送信キューから取り出すように、前記送信キュー管理部１０６へ要求する。前記送信キ
ュー管理部１０６が取り出した送信データについて、前記パケット送信可否判断部１０７
は各送信データの送信時刻が送信データごとに固有に管理しているライフタイムを超えて
いないことと、各送信データの再送回数が各送信データに対するリトライリミットを超え
ていないことを確認して、前記送受信状態管理部１１０へ送信する。前記送受信状態管理
部１１０では、前記データ送受信方法決定部１０９で決定したＲＤＧ　Ｄｕｒａｔｉｏｎ
の値と、前記双方向データフロー方式による最初のバーストデータのフレーム交換シーケ
ンス４０５で送信するＤａｔａ１－Ａ，Ｄａｔａ２－Ａ，Ｄａｔａ３－Ａ，Ｄａｔａ４－
Ａの四つのデータフレームを前記フレーム生成・送信処理部１１１に送信する。前記フレ
ーム生成・送信処理部１１１は、前記データ送受信方法決定部１０９で決定したＲＤＧ　
Ｄｕｒａｔｉｏｎの値を用いてＩＡＣフレーム４０６を作成し、前記ＩＡＣフレーム４０
６とＤａｔａ１－Ａ，Ｄａｔａ２－Ａ，Ｄａｔａ３－Ａ，Ｄａｔａ４－Ａの四つのデータ
フレームの計５つのＭＡＣフレームを結合したアグリゲーションフレームを作成して、送
信する。
【００４３】
　前記ＩＡＣフレーム４０６とＤａｔａ１－Ａ，Ｄａｔａ２－Ａ，Ｄａｔａ３－Ａ，Ｄａ
ｔａ４－Ａの四つのデータフレームの計５つのＭＡＣフレームを結合したアグリゲーショ
ンフレームを受信した前記端末Ｂ４０２は、前記端末Ａ４０１からのアグリゲーションフ
レームを受信したＳＩＦＳ後に、アグリゲーションフレームを返信する。前記端末Ｂ４０
２の前記受信処理部１０５内の前記フレーム情報識別部１１３で前記端末Ａ４０１から受
信したアグリゲーションフレームを内の各フレームを識別する。前記フレーム情報識別部
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１１３では、アグリゲーションフレームの先頭の前記ＩＡＣフレーム４０６内のＲＤＧ　
Ｄｕｒａｔｉｏｎの値を取り出して前記送受信状態管理部１１０に通知する。次に前記フ
レーム情報識別部１１３で、アグリゲーションフレーム内の複数のデータフレームの受信
ステータスを確認し、ビットマップ（Bitmap）作成部１１４で複数のデータフレームに対
する受信ステータスのビットマップを作成し、前記送受信状態管理部１１０に通知する。
前記ＩＡＣフレーム４０６内のＲＤＧ　Ｄｕｒａｔｉｏｎの値と複数のデータフレームに
対する受信ステータスのビットマップを通知された前記送受信状態管理部１１０では、前
記ＩＡＣフレーム４０６内のＲＤＧ　Ｄｕｒａｔｉｏｎの値で送信可能なアグリゲーショ
ン・フレームを作成するために、前記送信キュー管理部１０６からＤａｔａ１－Ｂ，Ｄａ
ｔａ２－Ｂ，Ｄａｔａ３－Ｂ，Ｄａｔａ４－Ｂの四つの送信データを取り出す。前記送信
キュー管理部１０６からＤａｔａ１－Ｂ，Ｄａｔａ２－Ｂ，Ｄａｔａ３－Ｂ，Ｄａｔａ４
－Ｂの四つの送信データを取り出す際に前記パケット送信可否判断部１０７では、各送信
データの送信時刻が送信データごとに固有に管理しているライフタイムを超えていないこ
とと、各送信データの再送回数が各送信データに対するリトライリミットを超えていない
ことを確認し、前記四つの送信データを前記送受信状態管理部１１０に送信する。前記送
受信状態管理部１１０では、前記ビットマップ作成部１１４で作成した複数のデータフレ
ームに対する受信ステータスのビットマップとＤａｔａ１－Ｂ，Ｄａｔａ２－Ｂ，Ｄａｔ
ａ３－Ｂ，Ｄａｔａ４－Ｂの四つの送信データを前記フレーム生成・送信処理部１１１に
送信する。前記フレーム生成・送信処理部１１１は、ＲＡＣフレームを作成し、前記ビッ
トマップ作成部１１４で作成した複数のデータフレームに対する受信ステータスのビット
マップを用いてＢｌｏｃｋＡｃｋフレーム４０７を作成し、ＲＡＣフレームと前記Ｂｌｏ
ｃｋＡｃｋフレーム４０７とＤａｔａ１－Ｂ，Ｄａｔａ２－Ｂ，Ｄａｔａ３－Ｂ，Ｄａｔ
ａ４－Ｂの四つのデータフレームの計６つのＭＡＣフレームを結合したアグリゲーション
・フレームを作成して、返信する。但し、前記ＩＡＣフレーム４０６内に記載されている
ＲＤＧ　Ｄｕｒａｔｉｏｎの値を超えてはならない。
【００４４】
　前記端末Ｂ４０２から返信されたアグリゲーション・フレームを受信すると、前記端末
Ａ４０１の前記受信処理部１０５の前記フレーム情報識別部１１３では、前記端末Ｂ４０
２から送信された前記ＢｌｏｃｋＡｃｋフレーム４０７に記載された受信ステータスのビ
ットマップから前記端末Ａ４０１が送信したＤａｔａ３－Ａ，Ｄａｔａ４－Ａが正常受信
できなかったことが分かる。次に前記フレーム情報識別部１１３と前記ビットマップ作成
部１１４を利用して前記ＢｌｏｃｋＡｃｋフレーム４０７の後ろにアグリゲートされた複
数のデータフレームに対する受信ステータスのビットマップを作成すると、端末Ｂ４０２
が送信したＤａｔａ２－Ｂ，Ｄａｔａ３－Ｂを正常受信できなかったことが分かる。以上
の正常受信できなかった情報を集めた前記端末Ａ４０１の前記送受信管理部１１０は、再
送処理が必要だと判断する。再送処理が必要だと判断した前記端末Ａ４０１の前記送受信
管理部１１０は、再送処理を行うことを前記パケット送信可否判断部１０７に通知し、前
記パケット送信可否判断部１０７では、前記端末Ａ４０１からの再送データであるＤａｔ
ａ３－Ａ，Ｄａｔａ４－Ａのそれぞれの再送回数を前記パケット送信可否判断部１０７が
カウントアップし、カウントアップした再送回数がデータの再送回数の上限に達していな
いことと各データに対する固有のライフタイムを経過していないことを確認する。再送回
数の上限に達しておらず、各データに対する固有のライフタイムも経過していないことを
確認後、前記パケット送信可否判断部１０７は、再送フレームのフレーム長と送信キュー
に存在する新規フレームの長さを前記送受信管理部１１０を経由して前記データ送受信方
式決定部１０９に通知し、前記データ送受信方式決定部１０９はデータを再送した際に必
要な期間であるバーストデータの一回目の再送時のフレーム交換シーケンス４０８の期間
を決定する。前記データ送受信方式決定部１０９が決定したデータを再送した際に必要な
期間であるバーストデータの一回目の再送時のフレーム交換シーケンス４０８の期間を受
信した前記送受信管理部１１０は、データを再送した際に必要な期間であるバーストデー
タの一回目の再送時のフレーム交換シーケンス４０８が、バーストデータのフレーム交換
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シーケンス単位でのライフタイム４０３のタイマーの残り時間で送信可能かを判定する。
バーストデータの一回目の再送時のフレーム交換シーケンス４０８が、バーストデータの
フレーム交換シーケンス単位でのライフタイム４０３のタイマーの残り時間で送信可能な
場合、バーストデータの一回目の再送処理を行う。
【００４５】
　バーストデータの一回目の再送時のフレーム交換シーケンス４０８では、前記データ送
受信方式決定部１０９において前記端末Ａ４０１からの再送データであるＤａｔａ３－Ａ
，Ｄａｔａ４－Ａが再送回数の上限に達しておらず、各データに対する固有のライフタイ
ムも経過していないことを確認しているので、前記パケット送信可否判断部１０７はＤａ
ｔａ３－Ａ，Ｄａｔａ４－ＡのＲｅｔｒｙＢｉｔを立てて、さらに新たな送信データであ
るＤａｔａ５－Ａを前記送信キュー管理部１０６から取り出し、前記再送データであるＤ
ａｔａ３－Ａ，Ｄａｔａ４－Ａと同様に再送回数の上限に達していないことと各データに
対する固有のライフタイムを経過していないことを確認し、前記再送データであるＤａｔ
ａ３－Ａ，Ｄａｔａ４－Ａと新たな送信データであるＤａｔａ５－Ａを前記送受信管理部
１１０に送信する。次に前記送受信管理部１１０は、前記データ送受信方式決定部１０９
が決定した前記端末Ｂ４０２に再送用に与える送信期間と、前記再送データであるＤａｔ
ａ３－Ａ，Ｄａｔａ４－Ａと新たな送信データであるＤａｔａ５－Ａと、前記ビットマッ
プ作成部１１４で作成された前記ＢｌｏｃｋＡｃｋフレーム４０７の後ろにアグリゲート
された複数のデータフレームに対する受信ステータスのビットマップとを前記フレーム生
成・送信処理部１１１に送信する。前記フレーム生成・送信処理部１１１では、端末Ｂ４
０２に再送用に与える送信期間を記入したＩＡＣフレームと端末Ｂ４０２に受信ステータ
スを返信するＢｌｏｃｋＡｃｋフレームと再送データであるＤａｔａ３－Ａ，Ｄａｔａ４
－Ａと新規データであるＤａｔａ５－Ａを結合したアグリゲーション・フレームをバース
トデータの一回目の再送時のフレーム交換シーケンス４０８として、双方向データフロー
方式による最初のバーストデータのフレーム交換シーケンス４０５のＳＩＦＳ後に送信す
る。その後、端末Ｂ４０２は与えられた再送用の送信期間で送信する時に、端末Ａ４０１
と同様に各データに対する再送回数とライフタイムのチェックを再送データであるＤａｔ
ａ２－Ｂ，Ｄａｔａ３－Ｂに対して行う。Ｄａｔａ２－Ｂ，Ｄａｔａ３－Ｂ共に再送回数
の上限に達しておらず、ライフタイムも経過していないことを確認後、ＲＡＣフレームと
ＢｌｏｃｋＡｃｋフレームの後ろに、再送データであるＤａｔａ２－Ｂ，Ｄａｔａ３－Ｂ
のＲｅｔｒｙＢｉｔを立てて結合し、その後ろに新規データであるＤａｔａ５を結合した
アグリゲーション・フレームをＳＩＦＳ後に返信することにより、バーストデータの一回
目の再送時のフレーム交換シーケンス４０８を行う。
【００４６】
　このバーストデータの一回目の再送時のフレーム交換シーケンス４０８で、前記端末Ａ
４０１が前記端末Ｂ４０２から返信されたアグリゲーションフレームを受信すると、前記
端末Ａ４０１の前記受信処理部１０５の前記フレーム情報識別部１１３で、前記端末Ｂ４
０２から送信された前記ＢｌｏｃｋＡｃｋフレーム４０９に記載された受信ステータスの
ビットマップを解析すると、前記端末Ａ４０１がバーストデータの一回目の再送時のフレ
ーム交換シーケンス４０８で新たに送信したＤａｔａ５－Ａが正常受信できなかったこと
が分かる。次に前記フレーム情報識別部１１３と前記ビットマップ作成部１１４を利用し
て前記ＢｌｏｃｋＡｃｋフレーム４０９の後ろにアグリゲートされた複数のデータフレー
ムに対する受信ステータスのビットマップを作成すると、端末Ｂ４０２がバーストデータ
の一回目の再送時のフレーム交換シーケンス４０８で再送したＤａｔａ３－Ｂを正常受信
できなかったことが分かる。以上の正常受信できなかった情報を集めた前記端末Ａ４０１
の前記送受信管理部１１０は、再送処理が必要だと判断する。再送処理が必要だと判断し
た前記端末Ａ４０１の前記送受信管理部１１０は、再送処理を行うことを前記パケット送
信可否判断部１０７に通知し、前記パケット送信可否判断部１０７では、前記端末Ａ４０
１からの再送データであるＤａｔａ５－Ａの再送回数を前記パケット送信可否判断部１０
７がカウントアップし、カウントアップした再送回数がデータの再送回数の上限に達して
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いないことと各データに対する固有のライフタイムを経過していないことを確認する。こ
こで再送回数とライフタイムを確認したＤａｔａ５－Ａはバーストデータの一回目の再送
時のフレーム交換シーケンス４０８で新たに送信されたデータであることから、再送回数
の上限に達しておらず、ライフタイムも経過していないのは当然である。したがって、再
送処理が必要であると判断される。次に前記パケット送信可否判断部１０７は、再送フレ
ームのフレーム長と送信キューに存在する新規フレームの長さを前記送受信管理部１１０
を経由して前記データ送受信方式決定部１０９に通知し、前記データ送受信方式決定部１
０９はデータを再送した際に必要な期間であるバーストデータの二回目の再送時のフレー
ム交換シーケンス４１０の期間を決定する。前記データ送受信方式決定部１０９は、決定
したバーストデータの二回目の再送時のフレーム交換シーケンス４１０の期間を前記送受
信管理部１１０に通知する。前記送受信管理部１１０は、前記データ送受信方式決定部１
０９から通知されたデータを再送した際に必要な期間であるバーストデータの二回目の再
送時のフレーム交換シーケンス４１０が、バーストデータのフレーム交換シーケンス単位
でのライフタイム４０３のタイマーの残り時間で送信可能かを判定する。図４に示すよう
に、バーストデータのフレーム交換シーケンス単位でのライフタイム４０３のタイマーの
残り時間でバーストデータの二回目の再送時のフレーム交換シーケンス４１０を送信でき
ない場合、前記送受信管理部１１０は再送処理を中断し、バーストデータの一回目の再送
時のフレーム交換シーケンス４０８のＳＩＦＳ後にＢｌｏｃｋＡｃｋフレーム４１１を送
信して、バーストデータの送受信処理を中断し、他の端末宛ての双方向データフロー方式
によるバーストデータのフレーム交換シーケンス４１２へ移行する。この時、前記端末Ａ
４０１で再送対象となっているＤａｔａ５－Ａは、再送回数がデータの再送回数の上限に
達していないことと各データに対する固有のライフタイムを経過していないことが確認さ
れているので、前記送信キュー管理部１０６内の送信キューに戻す。
【００４７】
　バーストデータの再送を中断した後の動作は、他の端末宛てのアグリゲーション方式に
よるバーストデータの送受信処理に限定する必要は無く、同一端末の他の優先度宛てのア
グリゲーション方式によるバーストデータ送信や、他の端末宛てのアグリゲーション方式
以外のバーストデータの送信や、同一端末の他の優先度宛てのアグリゲーション方式以外
のバーストデータの送信や、ＩＥＥＥ８０２．１１ｅのＨＣＣＡ方式による基地局から端
末宛てのＤｏｗｎＬｉｎｋのＴＸＯＰ伝送や、ＩＥＥＥ８０２．１１ｅのＨＣＣＡ方式に
よるＵｐＬｉｎｋのＴＸＯＰ伝送を開始するＱｏＳ　Ｃｆ－Ｐｏｌｌフレーム送信や、Ｉ
ＥＥＥ８０２．１１のＤＣＦ方式もしくはＩＥＥＥ８０２．１１ｅのＥＤＣＡ方式等のＣ
ＳＭＡ／ＣＡによるアクセス方式によるデータ送信等の処理へ移行してもよい。図４では
、前記ＢｌｏｃｋＡｃｋフレーム４１１と他の端末宛ての双方向データフロー方式による
バーストデータのフレーム交換シーケンス４１２の間隔が短くなっているが、他の端末宛
てのアグリゲーション方式によるバーストデータのフレーム交換シーケンス４１２がＨＣ
ＣＡ方式の場合はこの間隔がＰＩＦＳのキャリアセンスを行う間隔でよいし、他の端末宛
てのアグリゲーション方式によるバーストデータのフレーム交換シーケンス４１２がＥＤ
ＣＡ方式であれば、ＡＩＦＳのキャリアセンスとバックオフ処理を行う間隔でもよい。
【００４８】
　また、バーストデータのフレーム交換シーケンス単位でのライフタイム４０３のタイマ
ーの残り時間で、バーストデータの二回目の再送時のフレーム交換シーケンス４１０が送
信可能かを端末Ａ４０１のアクセス制御部１０３内の送受信状態管理部１１０が判定する
際に、バーストデータの二回目の再送時のフレーム交換シーケンス４１０全てを送信する
ことはできないが、バーストデータの一回目の再送時のフレーム交換シーケンス４０８に
おいて送信に失敗したデータで、端末Ａ４０１から再送するＤａｔａ５－Ａと端末Ｂ４０
２から再送するＤａｔａ３－Ａのみを送受信する時間が残されている場合は、新規データ
を付けずに再送データのみで再送処理を行う。もしくは端末Ａ４０１から送信する再送デ
ータのＤａｔａ５－Ａと新規データのＤａｔａ６－Ａのみを送信する時間が残されている
場合は、双方向データフロー方式を使用せず、端末Ａ４０１からのデータのみを送信する
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など、バーストデータのフレーム交換シーケンス単位でのライフタイム４０３のタイマー
の残り時間によって送信可能な範囲でのデータ送受信を行うことができる。
【００４９】
　本実施形態では、選択再送の手法に、ＩＥＥＥ８０２．１１ｅで規格化されているＢｌ
ｏｃｋＡｃｋ方式を高効率化する方式としてＩＥＥＥ８０２．１１ｎで提案されているＩ
ｍｐｌｉｃｉｔ　ＢｌｏｃｋＡｃｋＲｅｑｕｅｓｔ方式を用いた例を示した。これは、Ｉ
ＥＥＥ８０２．１１ｅのＢｌｏｃｋＡｃｋ方式では、端末Ｂから送信データの受信ステー
タスを示すＢｌｏｃｋＡｃｋフレームを受信する際に必要であった、ＢｌｏｃｋＡｃｋＲ
ｅｑｕｅｓｔフレームを省略した手法である。本発明による再送制限手法は、選択再送の
方式とは無関係に使用できる方式であることから、本実施形態のようにＩｍｐｌｉｃｉｔ
　ＢｌｏｃｋＡｃｋＲｅｑｕｅｓｔ方式を用いる必要は無く、既存のＩＥＥＥ８０２．１
１ｅのＢｌｏｃｋＡｃｋ方式を使用してもよい。また、本実施形態ではデータのアグリゲ
ーション数を最初のフレーム交換シーケンスでは、端末Ａと端末Ｂの両者とも４つ、一回
目の再送時には両者との３つとしていたが、アグリゲーション数は本実施形態の使用形態
を限定するものではなく、アグリゲーション数は可変でよく、また、端末Ａと端末Ｂでア
グリゲーション数が同数である必要はない。
【００５０】
　本実施形態では、データ送信の開始時にＩＡＣフレームとＲＡＣフレーム交換が行われ
ているが、ＩＡＣフレームとＲＡＣフレームの代わりにＲＴＳフレームとＣＴＳフレーム
交換や端末ＡがＣＴＳ－ｓｅｌｆフレームを送信する方法を用いてもよいし、前記ＩＡＣ
フレーム等によるフレーム交換を行わずに、データ送信権獲得の直後にアグリゲーション
フレーム送信を開始してもよい。また、端末Ａが端末Ｂに送信期間を与える手法として、
ＩＡＣフレームを用いているが、例えば第２の実施形態で示すようにＱｏＳ　Ｃｆ－Ｐｏ
ｌｌフレーム等の別のフレームを用いてもよいし、別のフレームを使用せずに、データフ
レームに記載してもよい。各アグリゲーションフレームの先頭にＩＡＣフレームを使用し
ない場合は、同時に端末Ｂから送信されるアグリゲーションフレームの先頭にもＲＡＣフ
レームを使用しない。
【００５１】
　このように、バーストデータのフレーム交換シーケンス単位でのライフタイム４０３の
タイマーの残り時間によって再送できなかった送信データについて、無線通信装置１０１
の送信データ管理部１０２のパケット送信可否判断部１０７は、送信データごとに固有に
管理している再送回数とライフタイムを用いてデータを破棄するか否かの判断を行う。バ
ーストデータのフレーム交換シーケンス単位でのライフタイム４０３のタイマーは過ぎた
が、送信データごとに固有に管理している再送回数が再送回数の上限を超えておらず、送
信データごとに固有に管理しているライフタイムも過ぎていない場合は、送信キュー管理
部１０６内の送信キューに戻す。また、送信データごとに固有に管理している再送回数が
再送回数の上限を超えているか、送信データごとに固有に管理しているライフタイムを過
ぎているかのどちらかの場合は、データを送信キューには戻さずに破棄する。
【００５２】
　このように本実施形態によれば、バースト伝送でのバーストデータの再送をバーストデ
ータのフレーム交換シーケンス単位で制限することができ、バーストデータの再送を考慮
したスケジューリング計算が可能となる。また、複数の端末や複数のアプリケーションご
とに異なるＱｏＳ要求に対して、必要な帯域を確保することが可能となる。
【００５３】
　（第２の実施形態）
　本実施形態は第１の実施形態において説明したようにバーストデータの再送制限にバー
ストデータのフレーム交換シーケンス単位でのライフタイム４０３を用いる代わりに、バ
ーストデータのフレーム交換シーケンス単位での再送回数を用いていることと、ピギーバ
ック方式による双方向通信方式である双方向データフロー方式でＩＡＣフレームとＲＡＣ
フレームを使用する代わりにＱｏＳ　Ｃｆ－Ｐｏｌｌフレームを用いること以外は、基本
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的に第１の実施形態と同様であるので、以下では第１の実施形態と相違する点を中心に説
明する。
【００５４】
　図５はＱｏＳ　Ｃｆ－Ｐｏｌｌフレームを使用したピギーバック方式による双方向通信
方式である双方向データフロー方式を説明する図、図６はＱｏＳ　Ｃｆ－Ｐｏｌｌフレー
ムを使用したピギーバック方式による双方向通信方式である双方向データフロー方式によ
るバースト伝送での再送時にバーストデータのフレーム交換シーケンス単位での再送回数
を用いた再送制限を行う方法を説明する図である。
【００５５】
　最初に、ＱｏＳ　Ｃｆ－Ｐｏｌｌフレームを使用したピギーバック方式による双方向通
信方式である、双方向データフロー方式に従う通信方法を図５を参照しながら説明する。
ＡＩＦＳのキャリアセンスとバックオフ処理もしくはＰＩＦＳのキャリアセンス終了後に
送信権を獲得した端末Ａ５０１は、データ送信前に、端末Ｂ５０２に対してＲＴＳフレー
ム５０３を送信してデータ送信を行うことを端末Ｂ５０２に対して通知する。端末Ｂ５０
２は、ＣＴＳフレーム５０４を前記端末Ａ５０１に対して返信し、前記ＲＴＳフレーム５
０３を受信したことを確認する。その後、前記端末Ａ５０１は、双方向データフロー方式
で端末Ｂ５０２に対して分け与える期間５０６を決定し、前記端末Ｂ５０２に対して分け
与える期間５０６を記載したＱｏＳ　Ｃｆ－Ｐｏｌｌフレーム５０５を作成する。前記端
末Ａ５０１は、前記ＱｏＳ　Ｃｆ－Ｐｏｌｌフレーム５０５と、前記端末Ｂ５０２に対す
る送信データであるＤａｔａ１－Ａ，Ｄａｔａ２－Ａ，Ｄａｔａ３－Ａ，Ｄａｔａ４－Ａ
を結合したアグリゲーションフレームを作成して、前記端末Ｂ５０２へ送信する。前記Ｑ
ｏＳ　Ｃｆ－Ｐｏｌｌフレーム５０５が先頭に付いたアグリゲーションフレームを受信し
た前記端末Ｂ５０２は、前記ＱｏＳ　Ｃｆ－Ｐｏｌｌフレーム５０５から端末Ｂ５０２に
対して分け与える期間５０６が分かる。前記端末Ｂ５０２は、受信したデータであるＤａ
ｔａ１－Ａ，Ｄａｔａ２－Ａ，Ｄａｔａ３－Ａ，Ｄａｔａ４－Ａに対する受信ステータス
を返信するＢｌｏｃｋＡｃｋフレーム５０７を作成し、前記ＢｌｏｃｋＡｃｋフレーム５
０７の後ろに前記端末Ａ５０１に対する送信データであるＤａｔａ１－Ｂ，Ｄａｔａ２－
Ｂ，Ｄａｔａ３－Ｂ，Ｄａｔａ４－Ｂを結合したアグリゲーションフレームを作成して、
前記端末Ａ５０１へ送信する。この時、前記端末Ｂ５０２は、返信するアグリゲーション
フレームとして、前記ＱｏＳ　Ｃｆ－Ｐｏｌｌフレーム５０５で前記端末Ｂ５０２に対し
て分け与える期間５０６を超えないアグリゲーションフレームを作成する。前記端末Ｂ５
０２から返信された前記ＢｌｏｃｋＡｃｋフレーム５０７が先頭に付いたアグリゲーショ
ンフレームを受信した前記端末Ａ５０１は、前記端末Ｂ５０２から送信されたデータＤａ
ｔａ１－Ｂ，Ｄａｔａ２－Ｂ，Ｄａｔａ３－Ｂ，Ｄａｔａ４－Ｂに対する受信ステータス
をＢｌｏｃｋＡｃｋフレーム５０８で返信する。前記端末Ａ５０１が前記ＢｌｏｃｋＡｃ
ｋフレーム５０８を返信する時、前記端末Ａ５０１から送信されたデータと前記端末Ｂ５
０２から送信されたデータの双方が正常に送信され、前記端末Ａ５０１からこれ以上デー
タが送信されない場合、前記ＢｌｏｃｋＡｃｋフレーム５０８送信で前記端末Ａ５０１か
らの送信処理を完了してよい。また、前記ＲＴＳフレーム５０３と前記ＣＴＳフレーム５
０４により、他の端末が送信しないように仮想キャリアセンスを行うＮＡＶ（Network Al
location vector）を前記ＢｌｏｃｋＡｃｋフレーム５０８の送信終了時刻以上に張った
場合、ＮＡＶをクリアするために、前記ＢｌｏｃｋＡｃｋフレーム５０８の送信のＳＩＦ
Ｓ後にＣｆ－ｅｎｄフレームを送信し、ＮＡＶをクリアする方法を用いても良い。
【００５６】
　次に、ＱｏＳ　Ｃｆ－Ｐｏｌｌフレームを使用したピギーバック方式による双方向通信
方式である双方向データフロー方式によるバースト伝送での再送時に、本発明による再送
制限方法として、バーストデータのフレーム交換シーケンス単位での再送回数を使用した
場合について、図１と図６を参照しながら説明する。
【００５７】
　本実施形態では、ＱｏＳ　Ｃｆ－Ｐｏｌｌフレームを使用したピギーバック方式による
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双方向通信方式である双方向データフロー方式によるバースト伝送での再送の再送制限と
して、第１の実施形態で使用していたバーストデータのフレーム交換シーケンス単位での
ライフタイム４０３の代わりに、バーストデータのフレーム交換シーケンス単位での再送
回数を使用し、バーストデータのフレーム交換シーケンス単位での再送回数の上限を２回
とする。つまり、バーストデータの再送は一回しか行われないものとする。但し、バース
トデータのフレーム交換シーケンス単位での再送回数の上限は２回に限定する訳ではなく
、使用形態によって調整することができる。
【００５８】
　端末Ａ６０１の無線通信装置１０１の送信データ管理部１０２の送信キュー管理部１０
６内の送信キューにデータが蓄積されると、第１の実施形態と同様にキャリアセンス部１
１２とバックオフ処理部１０８を使用してＡＩＦＳのキャリアセンスとバックオフ処理も
しくはＰＩＦＳのキャリアセンスを行い、送信権を獲得する。送信権獲得後、前記送信キ
ュー管理部１０６では、送信キューに蓄積しているデータ数と送信データをパケット送信
可否判断部１０７に送信する。前記パケット送信可否判断部１０７では、各送信データの
送信時刻が送信データごとに固有に管理しているライフタイムを超えていないことと、各
送信データの再送回数が各送信データに対するリトライリミットを超えていないことを確
認する。各送信データに対するライフタイムと再送回数の確認後、前記パケット送信可否
判断部１０７は、送信キューに蓄積しているデータ数と送信データをアクセス制御部１０
３内の送受信状態管理部１１０に送信する。次に送受信状態管理部１１０は、送信キュー
に蓄積しているデータ数をデータ送受信方法決定部１０９に通知して、双方向データフロ
ー方式の使用の有無と、アグリゲーションフレームの送信前にＲＴＳ－ＣＴＳフレーム交
換を行うか等を決定する。本実施形態では、双方向データフロー方式を使用し、ＲＴＳ－
ＣＴＳフレーム交換も行うと決定する。この時、前記決定したデータ送受信方法を前記デ
ータ送受信方法決定部１０９から通知された前記送受信状態管理部１１０では、バースト
データのフレーム交換シーケンス単位での再送回数を初期化する（再送回数を０にする）
。その後、前記送受信状態管理部１１０は、フレーム生成・送信処理部１１１にＲＴＳフ
レームを送信する指示を行う。前記ＲＴＳフレーム送信指示を受信した前記フレーム生成
・送信処理部１１１は、ＲＴＳフレームを作成し、作成したＲＴＳフレームを送信処理部
１０４に送信する。ＲＴＳフレームを受信した前記送信処理部１０４は、双方向データフ
ロー方式を開始するＲＴＳフレーム６０３として、端末Ａ６０１から端末Ｂ６０２へ送信
する。
【００５９】
　前記ＲＴＳフレーム６０３を受信した前記端末Ｂ６０２は、前記ＲＴＳフレーム６０３
を受信したＳＩＦＳ後にＣＴＳフレーム６０４を返信する。前記ＲＴＳフレーム６０３と
前記ＣＴＳフレーム６０４のフレームフォーマットは、ＩＥＥＥ８０２．１１で規格化さ
れている通常のフレームフォーマットを使用する。次に前記ＣＴＳフレーム６０４を受信
した前記端末Ａ６０１の前記送受信状態管理部１１０では、受信処理部１０５のフレーム
情報識別部１１３から前記ＣＴＳフレーム６０４を受信したことを通知される。前記送受
信状態管理部１１０は、双方向データフロー方式による最初のバーストデータのフレーム
交換シーケンス６０５を開始する際に、送信するデータ長を前記データ送受信方式決定部
１０９に通知する。前記データ送受信方式決定部１０９は、双方向データフロー方式を使
用する場合に端末Ｂ６０２に対して分け与える送信期間を決定し、前記送受信状態管理部
１１０に通知する。前記送受信状態管理部１１０は、送信するデータであるＤａｔａ１－
Ａ，Ｄａｔａ２－Ａ，Ｄａｔａ３－Ａ，Ｄａｔａ４－Ａと前記データ送受信方式決定部１
０９で決定した双方向データフロー方式を使用する場合に端末Ｂ６０２に対して分け与え
る送信期間を前記フレーム生成・送信処理部１１１に送信する。前記フレーム生成・送信
処理部１１１では、双方向データフロー方式を使用する場合に端末Ｂ６０２に対して分け
与える送信期間を記載したＱｏＳ　Ｃｆ－Ｐｏｌｌフレーム６０６を作成し、送信データ
のＤａｔａ１－Ａ，Ｄａｔａ２－Ａ，Ｄａｔａ３－Ａ，Ｄａｔａ４－Ａと結合したアグリ
ゲーションフレームを作成して、送信処理部１０４を用いて前記端末Ｂ６０２へ送信する



(16) JP 4575265 B2 2010.11.4

10

20

30

40

50

。前記端末Ｂ６０２では、第１の実施形態と同様に、Ｄａｔａ１－Ａ，Ｄａｔａ２－Ａ，
Ｄａｔａ３－Ａ，Ｄａｔａ４－Ａに対する受信ステータスを記載したＢｌｏｃｋＡｃｋフ
レーム６０７を作成し、前記端末Ａ６０１に対する送信データＤａｔａ１－Ｂ，Ｄａｔａ
２－Ｂ，Ｄａｔａ３－Ｂ，Ｄａｔａ４－Ｂと共にアグリゲーションフレームを作成して、
前記端末Ａ６０１に返信する。この時前記端末Ｂ６０２は、前記ＢｌｏｃｋＡｃｋフレー
ム６０７を先頭に付けたアグリゲーションフレームとして、前記ＱｏＳ　Ｃｆ－Ｐｏｌｌ
フレーム６０６に記載された双方向データフロー方式を使用する場合に端末Ｂ６０２に対
して分け与える送信期間を超えないフレームを作成する。
【００６０】
　次に双方向データフロー方式による最初のバーストデータのフレーム交換シーケンス６
０５で、前記端末Ｂ６０２から前記ＢｌｏｃｋＡｃｋフレーム６０７とＤａｔａ１－Ｂ，
Ｄａｔａ２－Ｂ，Ｄａｔａ３－Ｂ，Ｄａｔａ４－Ｂを結合したアグリゲーションフレーム
を受信した前記端末Ａ６０１は、第１の実施形態と同様に、前記端末Ａ６０１が送信した
Ｄａｔａ３－Ａ，Ｄａｔａ４－Ａと、前記端末Ｂ６０２が送信したＤａｔａ２－Ｂ，Ｄａ
ｔａ３－Ｂが送信エラーで再送する必要があることが分かる。この時、第１の実施形態と
同様に、バーストデータの一回目の再送が可能かを前記送受信状態管理部１１０が判定す
る。前記送受信状態管理部１１０では、バーストデータのフレーム交換シーケンス単位で
の再送回数を０から１へカウントアップし、バーストデータのフレーム交換シーケンス単
位での再送回数の上限である２回を超えていないかチェックする。バーストデータのフレ
ーム交換シーケンス単位での再送回数は、再送回数の上限である２回を超えていないので
、バーストデータの一回目の再送処理を行う。
【００６１】
　バーストデータの一回目の再送時のフレーム交換シーケンス６０８では、第１の実施形
態と同様に前記端末Ａ６０１の前記パケット送信可否判断部１０７は、再送データのＤａ
ｔａ３－Ａ，Ｄａｔａ４－Ａと新規送信データのＤａｔａ５－Ａに対する再送回数とライ
フタイムのチェックを行い、前記端末Ｂ６０２から受信したＤａｔａ１－Ｂ，Ｄａｔａ２
－Ｂ，Ｄａｔａ３－Ｂ，Ｄａｔａ４－Ｂに対する受信ステータスを記載したＢｌｏｃｋＡ
ｃｋフレーム６０９と前記端末Ｂ６０２に再度分け与える期間を記載したＱｏＳ　Ｃｆ－
Ｐｏｌｌフレーム６１０と再送データのＤａｔａ３－Ａ，Ｄａｔａ４－Ａと新規送信デー
タのＤａｔａ５－Ａを結合したアグリゲーションフレームを送信する。前記バーストデー
タの一回目の再送時のフレーム交換シーケンス６０８で前記端末Ａ６０１から送信された
アグリゲーションフレームを受信した前記端末Ｂ６０２は、第１の実施形態と同様にＢｌ
ｏｃｋＡｃｋフレームと再送データのＤａｔａ２－Ｂ，Ｄａｔａ３－Ｂと新規送信データ
のＤａｔａ５－Ｂを結合したアグリゲーションフレームを返信し、バーストデータの一回
目の再送時のフレーム交換シーケンス６０８を行う。
【００６２】
　次に、バーストデータの一回目の再送時のフレーム交換シーケンス６０８でのフレーム
交換終了後、前記端末Ａ６０１の前記送受信状態管理部１１０で、前記端末Ａ６０１が送
信したＤａｔａ５－Ａと前記端末Ｂ６０２が送信したＤａｔａ５－Ｂの送信エラーが確認
され、無線通信装置１５のアクセス制御部１２が二回目の再送処理が必要であると判断し
た場合、バーストデータの二回目の再送が可能かを前記送受信状態管理部１１０が判定す
る。
【００６３】
　前記送受信状態管理部１１０では、バーストデータのフレーム交換シーケンス単位での
再送回数を１から２へカウントアップし、バーストデータのフレーム交換シーケンス単位
での再送回数の上限である２回を超えていないかチェックする。バーストデータのフレー
ム交換シーケンス単位での再送回数は、再送回数の上限である２回と等しい値となったの
で、バーストデータの再送処理を中断する。この時前記端末Ａ６０１は、バーストデータ
の一回目の再送時のフレーム交換シーケンス６０８のＳＩＦＳ後にバーストデータの二回
目の再送時のフレーム交換シーケンス６１１の代わりにＢｌｏｃｋＡｃｋフレーム６１２
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を送信して、バーストデータの送受信処理を中断し、他の端末宛てのＱｏＳ　Ｃｆ－Ｐｏ
ｌｌフレームを使用した双方向データフロー方式によるバーストデータのフレーム交換シ
ーケンス６１３へ移行する。この時、前記端末Ａ６０１で再送対象となっているＤａｔａ
５－Ａは、再送回数がデータの再送回数の上限に達していないことと各データに対する固
有のライフタイムを経過していないことが確認されているので、前記送信キュー管理部１
０６内の送信キューに戻す。
【００６４】
　バーストデータの再送を中断した後の動作は、他の端末宛てのＱｏＳ　Ｃｆ－Ｐｏｌｌ
フレームを使用した双方向データフロー方式によるバーストデータの送受信処理に限定す
る必要は無く、同一端末の他の優先度宛てのアグリゲーション方式によるバーストデータ
送信や、他の端末宛てのアグリゲーション方式以外のバーストデータの送信や、同一端末
の他の優先度宛てのアグリゲーション方式以外のバーストデータの送信や、ＩＥＥＥ８０
２．１１ｅのＨＣＣＡ方式による基地局から端末宛てのＤｏｗｎＬｉｎｋのＴＸＯＰ伝送
や、ＩＥＥＥ８０２．１１ｅのＨＣＣＡ方式によるＵｐＬｉｎｋのＴＸＯＰ伝送を開始す
るＱｏＳ　Ｃｆ－Ｐｏｌｌフレーム送信や、ＩＥＥＥ８０２．１１のＤＣＦ方式もしくは
ＩＥＥＥ８０２．１１ｅのＥＤＣＡ方式等のＣＳＭＡ／ＣＡによるアクセス方式によるデ
ータ送信等の処理へ移行してもよい。
【００６５】
　本実施形態では、選択再送の手法に、ＩＥＥＥ８０２．１１ｅで規格化されているＢｌ
ｏｃｋＡｃｋ方式を高効率化する方式としてＩＥＥＥ８０２．１１ｎで提案されているＩ
ｍｐｌｉｃｉｔ　ＢｌｏｃｋＡｃｋＲｅｑｕｅｓｔ方式を用いた例を示した。これは、Ｉ
ＥＥＥ８０２．１１ｅのＢｌｏｃｋＡｃｋ方式では、端末Ｂから送信データの受信ステー
タスを示すＢｌｏｃｋＡｃｋフレームを受信する際に必要であった、ＢｌｏｃｋＡｃｋＲ
ｅｑｕｅｓｔフレームを省略した手法である。本発明による再送制限手法は、選択再送の
方式とは無関係に使用できる方式であることから、本実施形態のようにＩｍｐｌｉｃｉｔ
　ＢｌｏｃｋＡｃｋＲｅｑｕｅｓｔ方式を用いる必要は無く、既存のＩＥＥＥ８０２．１
１ｅのＢｌｏｃｋＡｃｋ方式を使用してもよい。また、本実施形態ではデータのアグリゲ
ーション数を最初のフレーム交換シーケンスでは、端末Ａと端末Ｂの両者とも４つ、一回
目の再送時には両者との３つとしていたが、アグリゲーション数は本実施形態の使用形態
を限定するものではなく、アグリゲーション数は可変でよく、端末Ａと端末Ｂで同数であ
る必要はない。
【００６６】
　本実施形態では、データ送信の開始時にＲＴＳフレームとＣＴＳフレーム交換が行われ
ているが、ＲＴＳフレームとＣＴＳフレームの代わりにＩＡＣフレームとＲＡＣフレーム
交換や端末ＡがＣＴＳ－ｓｅｌｆフレームを送信する方法を用いてもよいし、前記ＲＴＳ
フレーム等によるフレーム交換を行わずに、データ送信権獲得の直後にアグリゲーション
フレーム送信を開始してもよい。また、端末Ａが端末Ｂに送信期間を与える手法として、
ＱｏＳ　Ｃｆ－Ｐｏｌｌフレームを用いているが、第１の実施形態と同様にＩＡＣフレー
ムを用いてもよく、別のフレームを結合せずに、アグリゲーションフレームの先頭のデー
タフレームのタイプをＰｏｌｌ＋Ｄａｔａタイプフレームとして記載してもよい。
【００６７】
　また、本実施形態では、一つのアグリゲーションフレームを端末Ａと端末Ｂ間で順番に
交換する方法を示したが、端末Ａから複数のアグリゲーションフレームをＳＩＦＳ間隔も
しくはそれより短い間隔を空けたバースト送信を行ってから端末Ｂに送信期間を与え、送
信期間を与えられた端末Ｂは複数のアグリゲーションフレームによるバースト送信を、与
えられた送信期間内に収まるバースト送信として送信してもよい。但しこの時、端末Ａは
、バースト送信する複数のアグリゲーションフレームの内、最後のアグリゲーションフレ
ームに送信期間を付与するＱｏＳ　Ｃｆ－Ｐｏｌｌフレームを結合するか、もしくは、端
末Ｂに対して送信期間を付与する情報を入れて送信する。
【００６８】
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　もしくは、前記アグリゲーションフレームから、送達確認フレームなどの制御フレーム
を分離し、複数のデータフレームを結合したアグリゲーションフレームと制御フレームを
バースト送信してもよい。
【００６９】
　このように、バーストデータのフレーム交換シーケンス単位での再送回数の上限を超え
たことによって再送できなかった送信データは、無線通信装置１０１の送信データ管理部
１０２のパケット送信可否判断部１０７は、送信データごとに固有に管理している再送回
数とライフタイムを用いてデータを破棄するかの判断を行う。バーストデータのフレーム
交換シーケンス単位での再送回数の上限を超えたが、送信データごとに固有に管理してい
る再送回数が再送回数の上限を超えておらず、送信データごとに固有に管理しているライ
フタイムも過ぎていない場合は、送信データ管理部１０２の送信キュー管理部１０６内の
送信キューに戻す。また、送信データごとに固有に管理している再送回数が再送回数の上
限を超えているか、送信データごとに固有に管理しているライフタイムを過ぎているかの
どちらかの場合は、データを送信キューには戻さずに破棄する。
【００７０】
　このように本実施形態によれば、バースト伝送でのバーストデータの再送をバーストデ
ータのフレーム交換シーケンス単位で制限することができ、バーストデータの再送を考慮
したスケジューリング計算が可能となる。また、複数の端末や複数のアプリケーションご
とに異なるＱｏＳ要求に対して、必要な帯域を確保することが可能となる。
【００７１】
　（第３の実施形態）
　本実施形態では、第２の実施形態において説明したＱｏＳ　Ｃｆ－Ｐｏｌｌフレームを
使用した双方向データフロー方式によるバーストデータの再送処理を行うかを判断する際
に、端末Ａが送信したデータに伝送エラーがなく、端末Ｂが送信したデータのみに伝送エ
ラーが生じた場合の再送処理と再送制限方法に関して説明する。
【００７２】
　本実施形態では、第２の実施形態と同様にバーストデータのフレーム交換シーケンス単
位での再送回数を用いて再送制限を行う方法を説明する。但し、本実施形態では再送制限
の手法にバーストデータのフレーム交換シーケンス単位での再送回数を用いているが、第
１の実施形態と同様に再送回数の代わりにライフタイムを用いてもよい。
【００７３】
　本実施形態と第２の実施形態を比較すると、第２の実施形態では端末Ａが送信したデー
タに伝送エラーが発生していたが、本実施形態では発生しない。よって、本実施形態と第
２の実施形態とでは再送処理が必要か否かを判断する処理の部分が異なる。しかし、その
他の部分は基本的に第２の実施形態と同様であるので、以下では第２の実施形態と相違す
る点を中心に説明する。無線通信装置の基本的な構成は図１に示したものと同様である。
本発明による実施形態に関して、図１と図７と図８を参照しながら説明する。
【００７４】
　図７はＱｏＳ　Ｃｆ－Ｐｏｌｌフレームを使用した双方向データフロー方式によるバー
スト伝送で、端末Ａ７０１からの送信データにエラーが発生せずに端末Ｂからの送信デー
タが発生した場合に、端末Ａからの新たなデータを送信して端末Ｂからのデータを再送す
る時に、バーストデータのフレーム交換シーケンス単位での再送回数を用いた再送制限方
法を説明する図である。図８はＱｏＳ　Ｃｆ－Ｐｏｌｌフレームを使用した双方向データ
フロー方式によるバースト伝送で、端末Ａからの送信データにエラーが発生せずに端末Ｂ
からの送信データが発生した場合に、端末Ａからの新たなデータを送信せずに端末Ｂから
のデータを再送する時に、バーストデータのフレーム交換シーケンス単位での再送回数を
用いた再送制限方法を説明する図である。
【００７５】
　本実施形態では、第２の実施形態と同様にバーストデータのフレーム交換シーケンス単
位での再送回数の上限を２回とし、バーストデータの再送は一回しか行われないものとす
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る。但し、バーストデータのフレーム交換シーケンス単位での再送回数の上限は２回に限
定する訳ではなく、使用形態によって調整することができる。
【００７６】
　図７に示すように、ＱｏＳ　Ｃｆ－Ｐｏｌｌフレームを使用した双方向データフロー方
式による最初のバーストデータのフレーム交換シーケンス７０３が開始した時に、端末Ａ
７０１のアクセス制御部１０３の送受信状態管理部１１０はバーストデータのフレーム交
換シーケンス単位での再送回数を初期化する（再送回数を０にする）。双方向データフロ
ー方式による最初のバーストデータのフレーム交換シーケンス７０３で、端末Ａ７０１が
送信したデータが端末Ｂ７０２で全て正常受信された場合、端末Ｂ７０２が作成したＢｌ
ｏｃｋＡｃｋフレーム７０４には、端末Ａ７０１が送信したＤａｔａ１－Ａ，Ｄａｔａ２
－Ａ，Ｄａｔａ３－Ａ，Ｄａｔａ４－Ａが正常受信したことが示されている。最初のバー
ストデータのフレーム交換シーケンス７０３で端末Ｂ７０２が返信したアグリゲーション
フレームを受信した端末Ａ７０１の前記送受信状態管理部１１０では、前記ＢｌｏｃｋＡ
ｃｋフレーム７０４から、端末Ａ７０１が送信したデータは全て正常受信され、再送処理
を行う必要が無いことが分かる。しかし、端末Ｂ７０２が送信したＤａｔａ１－Ｂ，Ｄａ
ｔａ２－Ｂ，Ｄａｔａ３－Ｂ，Ｄａｔａ４－Ｂの内、Ｄａｔａ２－Ｂ，Ｄａｔａ３－Ｂを
受信できなかった場合、端末Ａ７０１の前記送受信状態管理部１１０では、端末Ａ７０１
の受信処理部１０５内のビットマップ作成部１１４が作成した受信ステータスのビットマ
ップから端末Ｂ７０２に対して返信するＤａｔａ２－Ｂ，Ｄａｔａ３－Ｂを再送する必要
があることが分かる。そこで、端末Ａ７０１の前記送受信状態管理部１１０では、端末Ｂ
７０２が再送処理を行うためにバーストデータの一回目の再送処理が必要であると判断し
、第２の実施形態と同様にバーストデータの一回目の再送が可能かを前記送受信状態管理
部１１０が判定する。
【００７７】
　前記送受信状態管理部１１０では、バーストデータのフレーム交換シーケンス単位での
再送回数を０から１へカウントアップし、バーストデータのフレーム交換シーケンス単位
での再送回数の上限である２回を超えていないかチェックする。バーストデータのフレー
ム交換シーケンス単位での再送回数は、再送回数の上限である２回を超えていないので、
バーストデータの一回目の再送処理を行う。
【００７８】
　バーストデータの一回目の再送時のフレーム交換シーケンス７０５では、端末Ａ７０１
のデータ送受信方法決定部１０９で端末Ｂ７０２に対して割当てる送信期間を決定する。
前記データ送受信方法決定部１０９が決定した端末Ｂ７０２に対して割当てる送信期間を
通知されたフレーム生成・送信処理部１１１では、ＱｏＳ　Ｃｆ－Ｐｏｌｌフレームを作
成し、その後ろに前記最初のバーストデータのフレーム交換シーケンス７０３で端末Ｂ７
０２から送信されたデータの受信ステータスを記載したＢｌｏｃｋＡｃｋフレーム７０６
を結合し、さらに端末Ｂ７０２に対して送信する新規データＤａｔａ５－Ａ，Ｄａｔａ６
－Ａ，Ｄａｔａ７－Ａを結合したアグリゲーションフレームを作成して送信する。バース
トデータの一回目の再送時のフレーム交換シーケンス７０５での再送用の送信期間を与え
られた端末Ｂ７０２は、第２の実施形態と同様に各再送データに対する再送回数とライフ
タイムのチェックを行い、各データの再送回数の上限とライフタイムを経過していないこ
とを確認したＤａｔａ２－Ｂ，Ｄａｔａ３－ＢをＢｌｏｃｋＡｃｋフレームの後ろに結合
し、さらに新規データＤａｔａ５－Ｂを結合したアグリゲーションフレームを作成して、
端末Ａ７０２へ返信する。
【００７９】
　次に、バーストデータの一回目の再送時のフレーム交換シーケンス７０５でのフレーム
交換終了後、前記端末Ａ７０１の前記送受信状態管理部１１０が、前記バーストデータの
一回目の再送のフレーム交換シーケンス７０５開始前と同様に、端末Ａ７０１が送信した
データは正常に送信され、端末Ｂ７０２が送信したデータに送信エラーが発生しており、
二回目の再送処理が必要であると判断した場合、バーストデータの二回目の再送が可能か
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を前記送受信状態管理部１１０が判定する。
【００８０】
　前記送受信状態管理部１１０では、バーストデータのフレーム交換シーケンス単位での
再送回数を１から２へカウントアップし、バーストデータのフレーム交換シーケンス単位
での再送回数の上限である２回を超えていないかチェックする。バーストデータのフレー
ム交換シーケンス単位での再送回数は、再送回数の上限である２回と等しい値となったの
で、バーストデータの再送処理を中断し、バーストデータの一回目の再送時のフレーム交
換シーケンス７０５のＳＩＦＳ後にＢｌｏｃｋＡｃｋフレーム７０８を送信して、バース
トデータの送受信処理を中断し、他の端末宛てのＱｏＳ　Ｃｆ－Ｐｏｌｌフレームを使用
した双方向データフロー方式によるバーストデータのフレーム交換シーケンス７０９へ移
行する。バーストデータの再送を中断した後の動作は、他の端末宛てのＱｏＳ　Ｃｆ－Ｐ
ｏｌｌフレームを使用した双方向データフロー方式によるバーストデータの送受信処理に
限定する必要は無く、同一端末の他の優先度宛てのアグリゲーション方式によるバースト
データ送信や、他の端末宛てのアグリゲーション方式以外のバーストデータの送信や、同
一端末の他の優先度宛てのアグリゲーション方式以外のバーストデータの送信や、ＩＥＥ
Ｅ８０２．１１ｅのＨＣＣＡ方式による基地局から端末宛てのＤｏｗｎＬｉｎｋのＴＸＯ
Ｐ伝送や、ＩＥＥＥ８０２．１１ｅのＨＣＣＡ方式によるＵｐＬｉｎｋのＴＸＯＰ伝送を
開始するＱｏＳ　Ｃｆ－Ｐｏｌｌフレーム送信や、ＩＥＥＥ８０２．１１のＤＣＦ方式も
しくはＩＥＥＥ８０２．１１ｅのＥＤＣＡ方式等のＣＳＭＡ／ＣＡによるアクセス方式に
よるデータ送信等の処理へ移行してもよい。
【００８１】
　また、図８で示すように、ＱｏＳ　Ｃｆ－Ｐｏｌｌフレームを使用した双方向データフ
ロー方式によるバーストデータ送信を開始した端末Ａ８０１の送信データにエラーが発生
せず、端末Ｂ８０２の送信データのみにエラーが発生し、さらに端末Ａ８０１から新規送
信データが無い場合に、前記端末Ｂ８０２から送信されたが受信できなかったデータを再
送するために前記端末Ｂ８０２に送信期間を与える再送処理を行う場合に、この再送用の
帯域割当を図７と同様にバーストデータのフレーム交換シーケンス単位での再送回数を用
いた再送制限方法を行うこともできる。
【００８２】
　ＱｏＳ　Ｃｆ－Ｐｏｌｌフレームを使用した双方向データフロー方式による最初のバー
ストデータのフレーム交換シーケンス８０３の後、前記端末Ａ８０１から送信されたデー
タにエラーが発生せず、前記端末Ｂ８０２から送信されたＤａｔａ２－Ｂ，Ｄａｔａ３－
Ｂが送信エラーであった場合、前記端末Ａ８０１の送受信状態管理部１１０は前記端末Ｂ
８０２に再送用の送信期間を与える再送処理を行うか判断する。バーストデータの再送処
理を行う際に、前記端末Ａ８０１に新規の送信データが存在しない場合は、ＱｏＳ　Ｃｆ
－Ｐｏｌｌフレームを使用した双方向データフロー方式による最初のバーストデータのフ
レーム交換シーケンス８０３終了後、ＢｌｏｃｋＡｃｋフレーム８０４と前記端末Ｂ８０
２に割当てる送信期間を記載したＱｏＳ　Ｃｆ－Ｐｏｌｌフレーム８０５を結合したアグ
リゲーションフレームを端末Ａ８０１から送信し、前記端末Ｂ８０２からは再送データで
あるＤａｔａ２－Ｂ，Ｄａｔａ３－Ｂと新規データであるＤａｔａ５－Ｂを結合したアグ
リゲーションフレームを返信することにより、バーストデータの一回目の再送時のフレー
ム交換シーケンス８０６を行うことができる。この場合の再送制限方法も、図７で説明し
たように、前記端末Ａ８０１の送受信状態管理部１１０はバーストデータのフレーム交換
シーケンス単位での再送回数を用いて制限できるため、バーストデータの一回目の再送時
のフレーム交換シーケンス８０６の後、バーストデータの二回目の再送時のフレーム交換
シーケンス８０７を行わず、バーストデータの一回目の再送時のフレーム交換シーケンス
８０６のＳＩＦＳ後にＢｌｏｃｋＡｃｋフレーム８０８を送信して、バーストデータの送
受信処理を中断し、他の端末宛てのＱｏＳ　Ｃｆ－Ｐｏｌｌフレームを使用した双方向デ
ータフロー方式によるバーストデータのフレーム交換シーケンス８０９へ移行する。バー
ストデータの再送を中断した後の動作は、他の端末宛てのＱｏＳ　Ｃｆ－Ｐｏｌｌフレー
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ムを使用した双方向データフロー方式によるバーストデータの送受信処理に限定する必要
は無く、同一端末の他の優先度宛てのアグリゲーション方式によるバーストデータ送信や
、他の端末宛てのアグリゲーション方式以外のバーストデータの送信や、同一端末の他の
優先度宛てのアグリゲーション方式以外のバーストデータの送信や、ＩＥＥＥ８０２．１
１ｅのＨＣＣＡ方式による基地局から端末宛てのＤｏｗｎＬｉｎｋのＴＸＯＰ伝送や、Ｉ
ＥＥＥ８０２．１１ｅのＨＣＣＡ方式によるＵｐＬｉｎｋのＴＸＯＰ伝送を開始するＱｏ
Ｓ　Ｃｆ－Ｐｏｌｌフレーム送信や、ＩＥＥＥ８０２．１１のＤＣＦ方式もしくはＩＥＥ
Ｅ８０２．１１ｅのＥＤＣＡ方式等のＣＳＭＡ／ＣＡによるアクセス方式によるデータ送
信等の処理へ移行してもよい。
【００８３】
　また、本実施形態では再送制限の方法に、バーストデータのフレーム交換シーケンス単
位での再送回数を用いて制限する方法を説明したが、第１の実施形態と同様に、バースト
データのフレーム交換シーケンス単位でのライフタイムを使用してもよい。このライフタ
イムを使用した時、バーストデータのフレーム交換シーケンス単位でのライフタイムの残
り期間が短い場合は、再送処理の際に、図８で示すように端末Ａから新規データを送信せ
ずにＢｌｏｃｋＡｃｋフレーム８０４とＱｏＳ　Ｃｆ－Ｐｏｌｌフレーム８０５のみを結
合したアグリゲーションフレームを送信し、端末Ｂ８０２に割当てる送信期間は、受信エ
ラーとなって再送処理を行う必要のあるデータが送信可能な期間のみを与え、再送データ
のみを結合したアグリゲーションフレームを返信する手法を用いてもよい。
【００８４】
　本実施形態では、選択再送の手法に、ＩＥＥＥ８０２．１１ｅで規格化されているＢｌ
ｏｃｋＡｃｋ方式を高効率化する方式としてＩＥＥＥ８０２．１１ｎで提案されているＩ
ｍｐｌｉｃｉｔ　ＢｌｏｃｋＡｃｋＲｅｑｕｅｓｔ方式を用いた例を示した。これは、Ｉ
ＥＥＥ８０２．１１ｅのＢｌｏｃｋＡｃｋ方式では、端末Ｂから送信データの受信ステー
タスを示すＢｌｏｃｋＡｃｋフレームを受信する際に必要であった、ＢｌｏｃｋＡｃｋＲ
ｅｑｕｅｓｔフレームを省略した手法である。本発明による再送制限手法は、選択再送の
方式とは無関係に使用できる方式であることから、本実施形態のようにＩｍｐｌｉｃｉｔ
　ＢｌｏｃｋＡｃｋＲｅｑｕｅｓｔ方式を用いる必要は無く、既存のＩＥＥＥ８０２．１
１ｅのＢｌｏｃｋＡｃｋ方式を使用してもよい。また、本実施形態ではデータのアグリゲ
ーション数を最初のフレーム交換シーケンスでは、端末Ａと端末Ｂの両者とも４つ、一回
目の再送時には両者との３つとしていたが、アグリゲーション数は本実施形態の使用形態
を限定するものではなく、アグリゲーション数は可変でよく、端末Ａと端末Ｂで同数であ
る必要はない。
【００８５】
　本実施形態では、データ送信の開始時にＲＴＳフレームとＣＴＳフレーム交換が行われ
ているが、ＲＴＳフレームとＣＴＳフレームの代わりにＩＡＣフレームとＲＡＣフレーム
交換や端末ＡがＣＴＳ－ｓｅｌｆフレームを送信する方法を用いてもよいし、前記ＲＴＳ
フレーム等によるフレーム交換を行わずに、データ送信権獲得の直後にアグリゲーション
フレーム送信を開始してもよい。また、端末Ａが端末Ｂに送信期間を与える手法として、
ＱｏＳ　Ｃｆ－Ｐｏｌｌフレームを用いているが、第１の実施形態と同様にＩＡＣフレー
ムを用いてもよく、別のフレームを結合せずに、ＢｌｏｃｋＡｃｋフレームのＤｕｒａｔ
ｉｏｎ／ＩＤフィールドを使用して記載してもよい。
【００８６】
　このように本実施形態によれば、双方向データフロー方式によるデータ送受信の際に、
端末Ａの送信データにはエラーが発生せず、端末Ｂの送信データのみでエラーが発生する
ような場合であっても、端末Ｂに対して再送用の帯域割当を行うことが可能となり、端末
Ｂが再送のために再度送信権を獲得する処理を削減することが可能となる。
【００８７】
　また、このバースト伝送でのバーストデータの再送処理をバーストデータのフレーム交
換シーケンス単位で制限することができ、バーストデータの再送を考慮したスケジューリ



(22) JP 4575265 B2 2010.11.4

10

20

30

ング計算が可能となる。また、複数の端末や複数のアプリケーションごとに異なるＱｏＳ
要求に対して、必要な帯域を確保することが可能となる。
【００８８】
　なお、本発明は上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要
旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記実施形態に開示され
ている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々の発明を形成できる。例えば、実
施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。さらに、異なる実
施形態にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００８９】
【図１】本発明の実施形態に係る無線通信装置の構成を示すブロック図
【図２】双方向データフロー方式によるバースト伝送方法を説明する図
【図３】双方向データフロー方式によるバースト伝送での再送方法を説明する図
【図４】双方向データフロー方式によるバースト伝送での再送時にバーストデータのフレ
ーム交換シーケンス単位でのライフタイムを用いた再送制限方法を説明する図
【図５】ＱｏＳ　Ｃｆ－Ｐｏｌｌフレームを使用したピギーバック方式による双方向通信
方式である双方向データフロー方式を説明する図
【図６】ＱｏＳ　Ｃｆ－Ｐｏｌｌフレームを使用したピギーバック方式による双方向通信
方式である双方向データフロー方式によるバースト伝送での再送時にバーストデータのフ
レーム交換シーケンス単位での再送回数を用いた再送制限方法を説明する図
【図７】ＱｏＳ　Ｃｆ－Ｐｏｌｌフレームを使用した双方向データフロー方式によるバー
スト伝送で、端末Ａ７０１からの送信データにエラーが発生せずに端末Ｂからの送信デー
タが発生した場合に、端末Ａからの新たなデータを送信して端末Ｂからのデータを再送す
る時に、バーストデータのフレーム交換シーケンス単位での再送回数を用いた再送制限方
法を説明する図
【図８】ＱｏＳ　Ｃｆ－Ｐｏｌｌフレームを使用した双方向データフロー方式によるバー
スト伝送で、端末Ａからの送信データにエラーが発生せずに端末Ｂからの送信データが発
生した場合に、端末Ａからの新たなデータを送信せずに端末Ｂからのデータを再送する時
に、バーストデータのフレーム交換シーケンス単位での再送回数を用いた再送制限方法を
説明する図
【符号の説明】
【００９０】
１１…送信データ管理部、１２…アクセス制御部、１３…送信処理部、１４…受信処理部
、１５…無線通信装置



(23) JP 4575265 B2 2010.11.4

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(24) JP 4575265 B2 2010.11.4

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(25) JP 4575265 B2 2010.11.4

10

20

30

フロントページの続き

(74)代理人  100092196
            弁理士　橋本　良郎
(72)発明者  中島　徹
            神奈川県川崎市幸区小向東芝町１番地　株式会社東芝研究開発センター内
(72)発明者  足立　朋子
            神奈川県川崎市幸区小向東芝町１番地　株式会社東芝研究開発センター内
(72)発明者  高木　雅裕
            神奈川県川崎市幸区小向東芝町１番地　株式会社東芝研究開発センター内
(72)発明者  旦代　智哉
            神奈川県川崎市幸区小向東芝町１番地　株式会社東芝研究開発センター内
(72)発明者  宇都宮　依子
            神奈川県川崎市幸区小向東芝町１番地　株式会社東芝研究開発センター内
(72)発明者  西林　泰如
            神奈川県川崎市幸区小向東芝町１番地　株式会社東芝研究開発センター内

    審査官  谷岡　佳彦

(56)参考文献  特開２００４－００７３３６（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第２００５／０６０１９８（ＷＯ，Ａ１）　　
              特開２００５－２５２８９７（ＪＰ，Ａ）　　　
              TGn Sync Proposal Technical Specification，IEEE 802.11-04/0889r6，２００５年　５月，p.
              13,40,41,45,46,58,59，ＵＲＬ，https://mentor.ieee.org/802.11/dcn/04/11-04-0889-06-000n
              -tgnsync-proposal-technical-specification.doc
              西林  泰如  他，無線ＬＡＮにおける選択的再送制御を用いたＭＡＣフレームアグリゲーション
              方式の提案，電子情報通信学会技術研究報告，日本，社団法人電子情報通信学会，２００４年１
              １月１２日，Ｖｏｌ．１０４  Ｎｏ．４３８，ｐ．３１－３６

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０４Ｌ　　　１／１６　　　　
              Ｈ０４Ｌ　　２９／０８　　　　
              Ｈ０４Ｗ　　２８／０４　　　　
              Ｈ０４Ｗ　　８４／１２　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

